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岡
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八
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遺
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六



播磨国と備前国の国境付近は、江戸時代後期に、播磨国赤穂郡船坂村と備前国和気郡三石村との入会地になっており、境界は不明確であった。地租改正事業に

伴って、明治８年（1875）に両村間で国境線について争論となり、村同士から両県の調停を経ても結論が出ず、同10年に内務省役人による論地調査が行われ、双

方の立会いのもと、論所（論地）の見取図を作った。それが本資料である。関係諸村の戸長・副戸長・小前惣代が署名・押印しており、右下が三石村域、左上が

船坂村域であり、赤色に塗られた部分が論所（論地）である。翌11年１月、「播備国界論地始末書」（本文43頁）とともに岡山県へ提出された。しかし、県勧業課

を経て国の決定通知が三石村にもたらされるのは、同16年５月であった（『和気郡史』通史編下巻Ⅰ）。

播備国界論地見取図（明治10年12月29日）［当館所蔵仙田氏収集資料 B77-1 縦151.8×横259.3cm］
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表 明治10年代の郡区長の在任期間

郡 区 初代郡区長 在任期間 二代郡区長 在任期間 三代郡区長 在任期間 四代郡区長 在任期間

岡 山 区 太 田 卓 之 ～Ｍ13.12.10 橋 本 貞 固 Ｍ13.12.13～16.9.14 手代木勝任 Ｍ16.9.14～22.1.18 浅井 元 Ｍ22.1.18～22.6.1

御 野 郡 東 馬 安 太 ～Ｍ19.8.28 松 山 清 心 Ｍ19.8.28～20.12.9 浅 井 元 Ｍ20.12.9～23.11.5 �所信篤 Ｍ25.7.16～27.4.1

津 高 郡 石原半八郎 ～Ｍ12.12.24 川合源五郎 Ｍ12.12.25～20.12.9 草 加 廉 男 Ｍ20.12.9～25.7.16 水野 漸 Ｍ25.7.16～27.4.1

赤 坂 郡 水谷亥孝太 ～Ｍ13.1.17 福島太久良 Ｍ13.3.29～14.10.10 藤原英太郎 Ｍ14.10.10～16.10.12 水谷隆徳 Ｍ16.10.16～27.4.1

磐 梨 郡 草 加 廉 男 ～Ｍ13.3.11 佐々木黙三郎 Ｍ13.3.11～24.9.16 池 田 長 準 Ｍ25.7.16～27.4.1

和 気 郡 三 淵 隆 衡 ～Ｍ15.2.10 大森安太郎 Ｍ15.2.13～26.9.12 藤 村 英 輔 Ｍ26.9.12～36.10.8

邑 久 郡 蜂 谷 熊 男 ～Ｍ16.1.20 和 気 辰 包 Ｍ16.1.20～27.3.31

上 道 郡 青木秉太郎 ～Ｍ13.3.5 草 加 廉 男 Ｍ13.3.11～16.1.20 蜂 谷 熊 男 Ｍ16.1.20～16.3.10 �所信篤 Ｍ16.3.10～25.7.16

児 島 郡 尾 形 厳 彦 ～Ｍ19.8.28 東 馬 安 太 Ｍ19.8.28～27.4.1

都 宇 郡 大 橋 正 香 ～Ｍ13.6.25 森 下 景 命 Ｍ13.6.28～15.9.12 花 房 職 居 Ｍ15.9.16～16.9.14 橋本貞固 Ｍ16.9.14～25.7.16

窪 屋 郡 林 孚 一 ～Ｍ16.1.4 戸 川 晩 香 Ｍ16.1.8～18.11.9 笠 原 謙 Ｍ18.11.11～18.12.10 三増和道 Ｍ18.12.10～19.8.28

浅 口 郡 帖 佐 謙 吉 ～Ｍ14.9.22 窪 津 義 忠 Ｍ14.9.27～20.12.28 加 藤 昌 達 Ｍ20.12.28～27.4.1

小 田 郡 蔵 田 信 ～Ｍ13.3.25 菊 池 艮 六 Ｍ13.3.30～20.12.20 高戸源二郎 Ｍ20.12.20～25.7.16 畠山省三 Ｍ25.7.16～30.12.14

後 月 郡 堀 口 章 介 ～Ｍ25.6.15 伊 丹 親 恒 Ｍ25.7.16～30.12.14

下 道 郡 笠 原 謙 ～Ｍ16.2.14 新 海 祚 胤 Ｍ16.2.14～19.8.28 岸 浄 蔵 Ｍ19.8.28～27.4.1

賀 陽 郡 貴 島 磯 麿 ～Ｍ12.12.25 手代木勝任 Ｍ12.12.25～16.9.14 花 房 職 居 Ｍ16.9.14～30.10.19

上 房 郡 時 任 義 当 ～Ｍ25.7.16 松 井 良 哉 Ｍ25.7.16～27.4.1

川 上 郡 手代木勝任 ～Ｍ12.12.25 渡 辺 磊 三 Ｍ13.3.12～20.12.20 菊 池 艮 六 Ｍ20.12.20～27.4.1

哲 多 郡 高 木 正 美 ～Ｍ19.8.28 大 野 好 蔭 Ｍ31.7.23～33.4.1

阿 賀 郡 寺 島 太 一 ～Ｍ17.6.21 土師国太郎 Ｍ17.6.21～19.11.16 松 井 良 哉 Ｍ19.11.30～23.11.5 松井良哉 Ｍ24.10.2～25.7.16

真 島 郡 小山田嘉平 ～Ｍ14.6.29 大杉平次郎 Ｍ14.6.29～15.8.31 三 浦 寛 Ｍ15.8.31～20.12.20 武知高吉 Ｍ20.12.20～27.4.1

大 庭 郡 五 代 友 吉 ～Ｍ16.6.1 三 宅 武 彦 Ｍ16.6.1～22.1.18 上 村 行 業 Ｍ22.1.18～26.3.29 武知高吉 Ｍ26.3.29～27.4.1

西々条郡 小 沢 泰 ～Ｍ27.3.31

西北条郡
結 城 秀 伴 ～Ｍ19.8.28 上 村 行 業 Ｍ19.8.28～22.1.18 手代木勝任 Ｍ22.1.18～27.4.1

東南条郡

東北条郡 河合源五郎 ～Ｍ12.12.25 水 野 漸 Ｍ12.12.25～25.7.16 手代木勝任 Ｍ25.7.16～27.4.1

勝 北 郡 安 達 清 風 ～Ｍ17.9.15 新谷英太郎 Ｍ17.9.22～22.1.18 三 宅 武 彦 Ｍ22.1.18～27.4.1

吉 野 郡 岡 本 巍 ～Ｍ14.1.15 小野楨一郎 Ｍ14.1.15～15.7.13 治 部 謙 Ｍ15.7.13～18.5.6 蜂谷熊男 Ｍ18.5.15～27.4.1

英 田 郡 香 坂 宗 精 ～Ｍ15.5.19 � 所 信 篤 Ｍ15.5.22～16.3.10 池 田 長 準 Ｍ16.3.10～25.7.16 蜂谷熊男 Ｍ25.7.16～27.4.1

勝 南 郡 森 下 景 命 ～Ｍ13.6.28 和 気 辰 包 Ｍ13.6.28～16.1.20 堀 庸一郎 Ｍ16.1.20～18.12.10 神村信卿 Ｍ18.12.10～20.12.9

久米北条郡 窪 津 義 忠 ～Ｍ14.9.27 前田清太郎 Ｍ14.9.28～16.2.2 森 貞 信 Ｍ16.2.2～18.12.10
四代：五島正久 Ｍ18.12.10～19.8.28

五代：結城秀作 Ｍ19.8.28～20.12.9

久米南条郡 岡 田 純 夫 ～Ｍ15.11.4 伊藤与一郎 Ｍ15.11.4～17.8.27 田 淵 敬 二 Ｍ17.8.28～27.4.1

出典：『岡山県郡治誌』上巻による。なお、初代郡長の任官は「M11.9.20」である。
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明
治
八
～
十
七
年
補
遺
の
編
集
に
あ
た
り

岡
山
県
記
録
資
料
叢
書
の
『
岡
山
県
明
治
前
期
資
料
』
は
本
巻
で
六
冊
に
な
り
ま
す
。
毎
年
一
巻
ず
つ
の
編
集
刊
行

を
続
け
て
い
た
の
で
す
が
、
昨
年
度
は
休
刊
し
、
補
遺
の
た
め
の
資
料
収
集
と
選
別
に
専
念
い
た
し
ま
し
た
。

わ
た
く
し
ど
も
は
ス
タ
ー
ト
時
か
ら
補
遺
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
基
本
資
料

の
一
つ
で
あ
る
「
岡
山
県
布
達
」
の
一
部
が
欠
落
し
て
い
た
り
、
重
要
資
料
が
ま
だ
埋
も
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
例
年
刊
行
す
る
通
常
巻
も
収
録
時
に
頁
数
の
関
係
で
や
む
な
く
割
愛
す
る
資
料
が
生
じ
て
い

ま
し
た
。

す
る
と
幸
い
な
こ
と
に
、
「
岡
山
県
布
達
」
の
明
治
十
二
年
欠
落
部
分
の
い
く
つ
か
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に

県
内
の
地
域
資
料
か
ら
も
叢
書
収
録
に
適
す
る
も
の
が
多
く
見
出
せ
ま
し
た
。
元
来
資
料
と
い
う
も
の
は
、
利
用
す
る

人
に
よ
り
目
の
付
け
所
が
違
う
も
の
で
す
。
古
代
中
世
資
料
と
は
違
い
、
多
く
の
未
刊
行
資
料
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

わ
た
く
し
ど
も
は
、
こ
の
補
遺
の
限
ら
れ
た
頁
数
内
に
収
録
す
る
に
あ
た
り
、
改
め
て
資
料
の
内
容
検
討
を
厳
正
に
重

ね
て
協
議
し
、
選
別
い
た
し
ま
し
た
。
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こ
の
『
岡
山
県
明
治
前
期
資
料
』
の
対
象
と
す
る
時
代
は
、
岡
山
県
が
行
政
・
産
業
・
教
育
等
の
基
盤
を
整
備
し
た

時
代
で
し
た
。
わ
た
く
し
ど
も
は
、
こ
の
と
き
の
県
政
と
県
民
が
様
々
な
場
面
で
苦
労
と
努
力
を
し
、
英
知
を
発
揮
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
資
料
を
収
録
す
る
こ
と
に
努
め
て
参
り
ま
し
た
。
特
に
今
回
の
補
遺
は
岡
山
県
に
と
っ
て
画
期

的
な
県
政
を
遂
行
し
た
高
崎
五
六
県
令
時
代
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
既
刊
資
料
と
合
わ
せ
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
、

さ
ら
に
よ
り
豊
か
な
岡
山
県
像
を
描
く
こ
と
が
可
能
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
に
応
じ
て
地
域
学
習
や
学
校
教
材
・
学

術
研
究
資
料
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
高
崎
五
六
県
令
に
つ
い
て
は
、
本
巻
の
編
集
担
当
が
昨
年
度
の
紀
要
一
五
号
に
執
筆
し
て
い
ま
す
こ
と
、
申

し
添
え
て
お
き
ま
す
。

令
和
三
年
三
月

岡
山
県
立
記
録
資
料
館

特
別
館
長
定
兼

学
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凡
例

一
本
書
は
、『
岡
山
県
記
録
資
料
叢
書

15

岡
山
県
明
治
前
期
資
料
六
』
と
し
て
、
当
館
所
蔵
の
地
域
資
料
、「
山
陽
新
報
」
等
の
複
製
資
料
を

翻
刻
収
録
し
た
。
さ
ら
に
、
県
内
外
諸
機
関
の
所
蔵
資
料
や
刊
行
物
等
を
調
査
し
て
引
用
採
録
し
、
適
宜
関
係
写
真
・
図
表
を
掲
載
し
た
。
特

に
青
江
村
役
場
資
料
を
保
存
さ
れ
て
い
た
地
区
の
方
々
と
り
わ
け
こ
の
た
び
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
安
井
正
文
氏
は
じ
め
、
県
内
外
の
諸

機
関
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

二
内
容
は
、
既
刊
『
岡
山
県
明
治
前
期
資
料
一
～
四
』（
明
治
八
～
十
七
年
）
の
補
遺
で
あ
る
。

三
全
体
の
把
握
と
利
用
の
便
の
た
め
、
細
目
次
を
設
け
、
適
宜
そ
の
資
料
に
つ
い
て
解
説
を
末
尾
に
付
記
し
た
。

四
本
文
は
可
能
な
限
り
原
本
ど
お
り
と
し
た
が
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
。

１
書
式
や
原
本
の
状
態
は
、
次
の
よ
う
に
表
し
た
。

ア
平
出
・
台
頭
・
闕
字
等
は
省
略
し
た
。

イ
項
目
が
替
わ
っ
て
そ
の
ま
ま
で
見
に
く
い
場
合
は
、
一
行
空
け
ま
た
は
改
行
と
し
た
。

ウ
朱
書
は
、
そ
の
部
分
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
。

エ
虫
損
・
破
損
等
は
□
□
で
そ
の
状
態
を
示
し
、
文
字
が
推
定
で
き
る
場
合
は
右
傍
に
（
）
で
示
し
た
。

オ
原
本
に
使
用
さ
れ
て
い
る
（
）
は
［
］
に
置
き
換
え
、（

）
内
の
文
章
等
を
示
し
た
。

カ
原
文
に
あ
る
抹
消
・
訂
正
は
、
特
に
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
左
側
に

�
�
�で

示
し
、
訂
正
文
字
が
あ
る
場
合
に
は
右

側
に
記
し
た
。
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キ
原
本
に
あ
る
○
記
号
や
印
は
、
適
宜
、
○
や

�・

�等
、
似
た
形
状
の
も
の
を
付
け
た
。

ク
付
箋
・
貼
紙
は
、
そ
の
貼
付
箇
所
の
文
末
に
（
付
箋
・
貼
紙
）「
…
…
」
と
し
て
挿
入
し
た
。

２
用
字
・
用
語
は
、
次
の
よ
う
に
処
理
し
た
。

ア
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
置
き
換
え
た
。
常
用
漢
字
の
な
い
も
の
は
原
本
に
準
じ
た
。
異
体
字
・
俗
字
等
は
正
字
に
直
し
た
。

イ
誤
字
・
当
て
字
は
推
測
し
て
右
傍
（
）
に
正
字
を
記
し
、
脱
字
は
右
傍
へ
（
○
が
脱
カ
）
と
示
し
た
。

ウ
「
山
陽
新
報
」
の
複
製
状
態
が
悪
く
て
判
別
し
が
た
い
文
字
は
、
□
□
で
示
し
た
。

エ
変
体
仮
名
の
う
ち
、
者 は

・
江 へ

・
而 て

は
文
字
の
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
そ
の
ま
ま
使
用
し
、
他
は
現
行
の
平
仮
名
に
直
し
た
。

�

よ
り・
〆 し
めは

そ
の
ま
ま
用
い
、
そ
の
他
の
合
字
は
現
行
の
表
記
に
直
し
た
。
な
お
、
助
詞
の
ニ
・
而
已
も
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
使
用
し
た
。

オ
表
記
の
不
統
一
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
あ
え
て
統
一
は
し
て
い
な
い
。

３
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
。

ア
適
宜
、
読
点
（
、
）
あ
る
い
は
並
列
点
（
・
）
を
付
け
た
。

イ
難
読
語
に
は
適
宜
右
傍
に
振
り
仮
名
を
付
け
た
。
な
お
、「
山
陽
新
報
」
中
の
振
り
仮
名
も
同
様
と
し
た
。

ウ
難
解
語
に
は
、
適
宜
右
傍
（
）
に
＊
印
を
付
し
、
簡
潔
に
語
釈
を
付
け
た
。

エ
そ
の
他
、
本
文
中
の
（
）
は
す
べ
て
編
者
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。

五
本
文
中
に
職
業
や
身
分
、
疾
病
・
障
害
・
犯
罪
に
関
す
る
呼
称
が
あ
る
が
、
事
実
に
基
づ
く
科
学
的
な
研
究
を
進
め
る
立
場
か
ら
、
こ
れ
ら

を
そ
の
ま
ま
掲
げ
た
。
も
と
よ
り
こ
の
不
当
な
呼
称
を
容
認
す
る
も
の
で
は
な
く
、
科
学
的
な
認
識
を
通
じ
て
差
別
と
差
別
意
識
の
根
絶
に
い

た
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
読
者
に
お
か
れ
て
も
こ
の
立
場
を
理
解
し
、
本
書
を
正
し
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

六
本
書
の
総
括
は
定
兼
学
が
行
い
、
編
集
及
び
解
説
は
山
本
秀
夫
、
原
本
校
正
は
山
本
秀
夫
・
定
兼
学
が
担
当
し
た
。



細
目
次

写
真
播
備
国
界
論
地
見
取
図

表
明
治

10年
代
の
郡
区
長
の
在
任
期
間

第
一
章
明
治
八
～
九
年

使
用
資
料
と
そ
の
略
称
一
覧

2

１
８
年
７
月

収
穫
地
価
調
理
に
つ
き
児
島
東
雄
の
意
見
書

３

２
８
年

10月

15日
地
租
改
正
遂
行
に
つ
き
達

5

３
８
年

10月

18日
地
租
改
正
に
当
た
り
官
員
品
行
の
達
と
請
書

5

４
８
年

12月
高
崎
県
令
強
圧
政
策
に
つ
き
風
説

6

５
９
年
３
月

24日
副
戸
長
渡
辺
磊
三
の
解
職
書
類

7

６
９
年
４
～
５
月
小
田
・
北
条
県
が
岡
山
県
に
合
併
、
徴
兵
忌

避
伝
聞
記
録

7

７
９
年
４
月
４
日
種
痘
に
つ
き
中
島
衛
の
上
申

8

８
９
年
４
月
５
日
渡
辺
磊
三
区
長
再
勤
歎
願

9

９
９
年
４
月

15日
高
崎
五
六
の
「
請
振
興
内
治
建
言
」

9

11

岡
山
県
記
録
資
料
叢
書

15

岡
山
県
明
治
前
期
資
料
六
目
次

口
絵
（
写
真
・
表
）

明
治
八
～
十
七
年
補
遺
の
編
集
に
あ
た
り

凡
例

細
目
次

解
説



10
９
年
７
月

16日
高
崎
県
令
の
地
租
改
正
で
の
指
示

11

11

９
年
７
～
８
月
副
戸
長
渡
辺
磊
三
の
田
方
植
付
と
旱
魃
景
況

の
上
申

12

12

９
年
９
～

10月
美
作
国
第
一
番
会
議
所
区
議
会
案

13

13

９
年
９
月

中
川
横
太
郎
の
勧
業
上
申
書

21

14

９
年

11月

21日
第
一
大
区
小
田
郡
一
郡
正
副
戸
長
会
議
録

23

第
二
章
明
治
十
～
十
一
年

使
用
資
料
と
そ
の
略
称
一
覧

30

１

10年
２
月

20日
高
崎
県
令
の
民
費
節
減
上
申

31

２

10年
２
～

12月
西
南
戦
争
・
三
新
法
体
制
と
早
島

32

３

10年
３
月
２
～

10日
西
南
戦
争
に
つ
き
県
警
へ
の
電
報

33

４

10年
７
月

12日
西
々
条
郡
の
小
学
校
合
併
問
題
に
つ
き

34
５

10年
７
月

『
岡
山
県
地
誌
略
』
緒
言

37

６

10年

10月
美
作
貴
布
祢
神
社
の
祭
具
太
鼓
使
用
に
つ
き

戸
脇
神
社
ら
氏
子
の
出
願

37

７

10年

12月
区
会
議
案
（
民
費
課
方
・
公
布
布
達
・
県
会

会
期
）

39

８

11年
１
月

山
林
原
野
実
地
調
査
の
諭
告

42

９

11年
１
月

19日
播
備
国
界
論
地
和
気
郡
三
石
村
提
出
始
末
書

43

10

11年
４
月

美
作
の
結
社
・
共
之
社
発
起
に
つ
き

46

11

11年
６
月

19日
杉
生

�斎
の
売
薬
行
商
鑑
札
の
下
渡
願
・
聞

届

46

12

11年
９
月

24日
大
区
小
区
制
廃
称
と
早
島

47

第
三
章
明
治
十
二
年

使
用
資
料
と
そ
の
略
称
一
覧

50

１

12年
１
月
４
日
『
山
陽
新
報
』
創
刊
号
の
緒
言

51

２

12年
１
月

24日
器
械
の
発
明
に
つ
き
新
報
論
説

53

３

12年
２
月
３
日
鉱
山
の
得
失
を
論
ず

54

４

12年
２
月
６
日
博
覧
会
出
品
に
つ
き
赤
坂
郡
役
所
よ
り
戸
長

ヘ
の
通
達

56

５

12年
２
月

10日
戸
長
の
旅
費
（
赤
坂
郡
）

57

６

12年
２
月

28日
岡
山
民
立
博
覧
会
出
品
物
届
出
（
後
月
郡
梶

江
村
）

57

７

12年
３
月
９
日
久
米
南
条
郡
の
近
況

58

８
12年

３
月

11日
天
瀬
試
験
場
・
津
山
試
験
場
の
土
地
面
積

58

９

12年
３
月

15日
県
会
お
よ
び
博
覧
会
の
事
を
論
ず

59

12



10

12年
３
月

18日
開
会
迫
り
、
博
覧
会
出
品
目
録
の
至
急
提
出

要
請

61

写
真
１
第
一
回
岡
山
県
会
議
員
記
念
集
合
写
真

62

11

12年
４
月
４
日
岡
山
民
立
博
覧
会
開
場
式
に
於
い
て
演
説

63

12

12年
４
月
６
日
阿
賀
・
哲
多
郡
設
立
の
積
塵
社
に
つ
き
論
ず

64

13

12年
４
月
８
日
阿
賀
・
哲
多
郡
設
立
の
積
塵
社
に
つ
き
論
ず

（
続
）

66

14

12年
５
月
１
日
商
法
学
校
を
設
く
べ
き
の
論

68

15

12年
５
月
２
日
山
尾
工
部
大
輔
鉱
山
巡
視
に
御
雇
い
外
国
人

ム
ー
セ
ヲ
同
行

70

16

12年
５
～

12月
博
覧
会
・
コ
レ
ラ
・
小
学
校
新
築
開
校
式
・

国
会
開
設
建
白
に
つ
き

70

17

12年
５
月
８
日
売
薬
検
査
願
（「
杉
生
振
薬
」
産
前
産
後
用
）

71

18

12年
５
月

20日
朝
鮮
国
に
招
魂
社
設
立
に
つ
き
建
言

72

19

12年
５
月

22日
作
州
豪
農
の
勧
農
に
関
す
る
建
言

74

20

12年
５
月

24日
吉
野
郡
の
近
況

76

21

12年
５
月

28日
コ
レ
ラ
病
患
者
死
亡
関
係
布
達

77

表
１
明
治

12年
岡
山
県
報
告
（
布
達
）
に
み
る
郡
区
別
コ
レ

ラ
患
者
と
死
者
数

79

22

12年
５
月

30日
石
炭
酸
販
売
な
ど
予
防
法
布
達

77

23

12年
６
月
４
・
８
日
大
分
・
愛
媛
県
下
の
流
行
報
告

77

24

12年
６
月

10日
青
梅
お
よ
び
未
熟
果
物
の
販
売
差
し
止
め

78

25

12年
６
月

10日
避
病
院
設
置
お
よ
び
埋
葬
地
の
件

78

26

12年
６
月

26日
大
小
便
掃
除
運
搬
の
時
間
限
定

87

27

12年
７
月
５
日
災
厄
禳
除
の
木
野
山
神
信
仰
停
止
の
諭
達

88

28

12年
７
月
７
日
除
災
の
た
め
の
神
輿
舁 か
き出
禁
止

88

29

12年
７
月

14日
患
者
排
泄
物
等
の
片
付
け

89

30

12年
７
月

25日
流
行
過
程
と
対
処
方
法
の
報
告

89

31

12年
８
月
８
日
死
体
火
葬
実
施
布
達

92

32

12年
８
月

11日
病
勢
再
発
へ
の
準
備
（
摂
生
法
）
布
達

93

33

12年
８
月

23日
仮
避
病
院
構
造
と
入
院
手
続
布
達

93

34

12年
８
月

27日
于 う

蘭 ら

盆 ぼ
んで
の
祭
礼
時
注
意
諭
達

96

35

12年
５
・
６
月
岡
山
県
下
各
港
河
岸
場
物
品
輸
出
入
表

96

表

2

岡
山
県
下
各
港
河
岸
場
物
品
輸
出
入
表

98

36

12年
６
月
７
日
養
蚕
製
糸
の
事
業
に
つ
き
論
ず

96

37

12年
６
月

12日
商
法
会
議
所
設
立
に
つ
き
小
松
原
英
太
郎
の

13



論

100

38

12年
６
月

17日
論
説
現
今
民
権
家
の
急
務

102

39

12年
７
月

14日
勝
南
郡
長
、
コ
レ
ラ
類
似
者
の
用
心
申
達

104

40

12年
７
月

29日
コ
レ
ラ
に
つ
き
中
島
衛
上
申
（
衛
生
会
議
）

105

写
真
２
人
形
仙
三
十
七
人
墓

106

41

12年
８
月
６
日
美
作
国
久
米
北
条
郡
の
近
況

107

42

12年
８
月

24日
万
代
義
勝
の
協
力
救
貧
院
に
関
す
る
論

108

43

12年
８
月

31日
小
田
郡
吉
田
村
の
近
況

110

44

12年

10月

20日
県
令
の
勝
南
郡
巡
回
に
つ
き

111

45

12年

10月

23日
津
山
の
近
況

111

46

12年

11月

14日
勝
南
郡
内
の
分
村
指
令

112

47

12年

12月

21日
旭
川
浚
鑿
の
急
務
な
る
こ
と
を
論
ず

112
第
四
章
明
治
十
三
年

使
用
資
料
と
そ
の
略
称
一
覧

116

１

13年
１
月
７
日
児
島
郡
下
津
井
港
の
景
況

117

２

13年
１
月

12日
昨

12月
国
会
開
設
総
代
送
別
会
伝
聞

118

３

13年
２
月

16日
玉
島
港
で
脩
成
社
薬
舗
会
合

118

４

13年
２
月

17～

25日
新
島
襄
、
高
梁
で
の
演
説

119

５

13年
２
月

17～

25日
新
島
襄
が
描
い
た
高
梁

121

写
真
３
新
島
襄
の
「
岡
山
県
高
梁
の
ス
ケ
ッ
チ
」

122

６

13年
２
月

25日
岡
山
の
状
況
を
報
知
す
る
新
島
襄
の
新
島
八

重
宛
書
簡

121

写
真
４
新
島
襄
の
同
八
重
宛
書
簡
内
「
高
梁
の
ス
ケ
ッ
チ
」

123

７

13年
２
月

25日
民
権
の
弊
害
に
つ
き
論
ず

126

８

13年
３
月

公
衆
社
創
立
の
主
趣
と
社
則

128

９

13年
３
月
４
日
笠
岡
村
で
私
立
銀
行
設
立
の
動
き

134

10

13年
３
月

11日
岡
山
天
瀬
有
恒
社
で
竹
製
杖
製
造

134

11

13年
４
月

14日
安
黒
基
の
岡
山
県
会
議
員
諸
君
に
望
む
論

134

12

13年
４
月

18日
公
同
社
の
商
業
演
説
会
広
告

135

13

13年
５
月
８
日
有
為
の
士
に
疑
点
あ
り
と
論
ず

135

14

13年
５
月
９
・

14日
久
米
南
条
郡
博
物
展
覧
会

138

15

13年
５
月

22日
論
説
県
会
議
員
諸
君
に
告
ぐ

138

16

13年
５
月

24日
勝
南
郡
逓
送
人
に
つ
き

140

17

13年
６
月

勝
南
郡
役
所
郡
書
記
、
郡
長
・
郡
書
記
を
皮

肉
る

141

18

13年
６
月
１
日
岡
山
県
病
院
の
開
院
ま
で
の
経
緯

142

14



19

13年
６
月
３
日
牧
牛
会
社
設
立
計
画

143

20

13年
７
月
３
日
勧
業
上
の
二
つ
の
快
報
を
論
ず

143

21

13年
７
月
６
日
勝
南
郡
長
交
代
事
務
引
渡
に
つ
き

146

22

13年
７
月
６
日
高
崎
県
令
ら
水
災
義
援
金

147

23

13年
７
月

12日
勝
南
郡
戸
長
開
議
日
誌

148

24

13年
７
月

24日
水
害
者
救
助
へ
の
献
金
者
氏
名

149

25

13年
７
月

24・

31日
洪
水
時
の
食
料
献
金
等
提
供

149

26

13年
８
月
１
日
津
山
川
の
洪
水
危
険
に
つ
き

150

27

13年
８
月
４
日
賀
陽
郡
の
被
災
者
救
援
活
動

150

28

13年
８
月

11日
岡
山
弓
之
町
広
産
社
（
織
物
）

150

29

13年
８
月

20日
寄
書
石
黒
涵
一
郎
の
県
会
議
員
選
挙
論

151

30

13年
８
月

26日
水
難
に
よ
る
田
畑
損
傷
の
状
況
を
具
状
す
る

152

31

13年
９
月

12日
玉
島
港
の
電
信
架
設

154

32

13年
９
月

15日
立
石
正
介
ら
の
招
魂
祭
に
つ
い
て
広
告

154

33

13年
９
月

19日
高
崎
五
六
県
令
歌
碑
「
阿
賀
郡
草
間
村
開
通

式
に
て
」

155

34

13年
９
月

25日
妹
尾
三
郎
平
ら
の
招
魂
祭
祭
文
（
中
島
衛
）

156

35

13年

10月

12日
各
村
戸
長
の
出
張
旅
費
伺
書

157

36

13年

11月
７
日
窪
屋
郡
川
辺
村
の
損
害

158

37

13年

11月
高
梁
川
・
小
田
川
水
路
更
正
事
件
に
か
か
わ

る
書
類

159

38

13年

12月
５
日
川
上
郡
下
原
村
煙
草
会
社
栽
培
者
勧
奨

160

39

13年

12月

26日
和
気
郡
伊
部
村
伊
部
焼
結
社
計
画

161

第
五
章
明
治
十
四
年

使
用
資
料
と
そ
の
略
称
一
覧

164

１

14年
１
月
５
・
９
日
微
力
社
員
新
年
宴
会

165

２

14年
１
月
７
日
岡
山
商
法
講
習
所
優
秀
講
習
生

165

３

14年
１
月
８
日
備
中
倉
敷
村
新
年
の
景
況

165

４

14年
１
月
８
日
寄
書
国
会
開
設
遷
延
の
原
因
を
論
ず

166

５

14年
１
月

15日
岡
山
商
人
親
睦
会
で
決
定
の
蓄
積
金

168

６

14年
１
月

18日
玉
島
紡
績
所
を
稲
荷
町
に
建
設

169

７

14年
１
月

31日
三
蟠
港
の
蒸
気
宿
広
運
社
で
出
火

169

８

14年
２
月
３
日
玉
島
港
の
汽
船
会
社
玉
港
社
再
興
計
画

169

９

14年
２
月
９
日
玉
島
紡
績
所
の
器
械
受
取
、
戎
町
に
建
設

169

10

14年
２
月

和
気
郡
日
笠
下
村
「
郵
便
御
用
留
」（

13年

９
月
～
（
抄
））

169

15



11

14年
２
月

28日
『
七
々
雑
誌
』
創
刊
号
の
発
行

172

12

14年
３
月
２
日
寄
書
郷
党
親
睦
会
で
の
中
島
衛
演
説
を
筆

記

173

13

14年
３
月

10日
論
説
永
田
一
二
、
山
陽
新
報
編
輯
責
任
者

に
就
く

175

14

14年
４
月
７
日
元
岡
山
藩
遊
寄
隊
の
共
立
社
役
員
改
選

177

15

14年
４
月

14日
岡
山
天
瀬
陶
器
製
造
所
の
作
品

177

16

14年
５
月

阿
賀
郡
草
間
村
修
路
碑
（
新
見
市
草
間
）

178

17

14年
５
月
８
日
川
上
郡
長
渡
辺
磊
三
へ
小
学
費
の
こ
と
に
つ

き
呈
書

179

18

14年
６
月

賀
陽
郡
生
石
村
官
許
私
立
学
校
の
校
則

180

19

14年
６
月

『
鶴
鳴
余
音
』
第
一
集
の
発
行

182

20

14年
６
月

25日
寄
書
府
県
会
規
則
第
五
条
の
意
を
釈
し
、

そ
の
論
者
を
駁
す

183

21

14年
７
月

17日
論
説
岡
山
紡
績
所
開
業
式
に
て
永
田
一
二

演
説

185

22

14年
７
月

22日
論
説
岡
山
紡
績
所
開
業
式
に
て
永
田
一
二

演
説
（
続
）

187

23

14年
８
月
１
日
『
美
作
雑
誌
』
創
刊
号
の
発
刊

189

24

14年
９
月
２
日
寄
書
県
会
決
議
不
認
可
の
輿
論
に
つ
き

190

25

14年

10月

24日
後
月
郡
梶
江
村
氏
神
祭
礼
に
て
能
を
挙
行
す

る
届

193

26

14年

12月

10日
私
立
順
正
女
学
校
の
創
立
緒
言

193

写
真
５
順
正
女
学
校
発
祥
地
（
現
景
）

195

27

14年

12月

28日
従
来
開
業
私
立
学
校
（
三
余
塾
）
開
申

196

28

14年
（
月
日
未
詳
）
国
会
開
設
請
願
の
帰
県
者
慰
労
会
開
催

の
呼
び
か
け

198

29

14年
（
月
日
未
詳
）
津
山
中
学
不
当
の
組
織
御
取
調
に
つ
き

人
民
惣
代
中
島
衛
ら
の
請
書

199

第
六
章
明
治
十
五
年

使
用
資
料
と
そ
の
略
称
一
覧

204

１

15年
１
～
６
月
岡
山
紡
績
所
の
考
課

205

２

15年
２
月

児
島
湾
干
潟
開
墾
に
つ
き
微
力
社
の
上
申
草

稿

209

３
15年

３
月

児
島
郡
呼
松
村
外
四
ヶ
村
地
先
開
墾
に
つ
き
、

再
度
拝
借
金
の
出
願

212
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４
15年

３
月

窪
屋
郡
長
林
孚
一
の
辞
職
願

213

５

15年
４
月

23日
邑
久
郡
豊
原
村
公
立
中
学
校
ヘ
の
入
校
手
続

き

213

６

15年
５
月
３
日
戸
長
役
場
事
務
に
か
か
わ
る
上
申
（
中
島
衛
）

214

７

15年
５
月
３
日
官
権
新
聞
と
の
評
価
に
対
す
る
山
陽
新
報
の

弁
妄

219

８

15年
６
月

27日
久
米
北
条
郡
錦
織
村
外
六
ヶ
村
用
水
溜
池
の

民
有
に
つ
き

220

９

15年
６
月

30日
論
説
人
民
の
参
政
権
に
つ
き

221

10

15年
７
月
１
日
論
説
人
民
の
参
政
権
に
つ
き
（
続
）

224

11

15年
７
月
２
日
津
山
中
学
の
件
に
つ
き
中
島
衛
具
申
書

226

12

15年
７
月

31日
窪
屋
郡
長
林
孚
一
の
療
養
願

227

13

15年
７
月

美
作
全
国
連
合
会
決
議
書

227

14

15年
８
月

17日
西
北
条
郡
・
東
南
条
郡
の
戸
長
集
会
仮
規
則

230

15

15年
９
月

20日
小
田
郡
神
島
内
浦
の
小
学
校
新
築
等
に
つ
き

臨
時
村
会
決
議
書

233

16

15年

12月

12日
県
下
所
産
の
鍛
鉱
・
鍛
鉄
分
析
報
告

234

17

15年
（
月
日
未
詳
）
干
拓
事
業
に
伴
う
漁
業
対
策
の
達

236

第
七
章
明
治
十
六
年

使
用
資
料
と
そ
の
略
称
一
覧

238

１

16年
１
月
４
日
県
勧
業
課
人
員
に
つ
き
県
令
へ
上
申

239

２

16年
１
月
６
日
窪
屋
郡
長
林
孚
一
の
引
き
継
ぎ
書
類

239

３

16年
１
月

26日
通
達
（
戸
長
任
用
上
申
に
つ
き
）

240

４

16年
２
～
３
月
戸
長
役
場
御
用
掛
の
用
務

240

５

16年
３
月

日
本
形
廻
船
の
売
渡

243

写
真
６
天
照
丸
八
十
石
積
日
本
形
廻
船
図

244

６

16年
２
月

23日
論
説
岡
山
県
学
校
生
徒
の
学
術
演
説
参
加

禁
止

244

７

16年
２
月

24日
論
説
岡
山
県
学
校
生
徒
の
学
術
演
説
参
加

禁
止
（
続
）

246

８

16年
３
月

29日
小
田
郡
戸
長
会
議
出
会
願

248

９

16年
６
月

阿
賀
郡
赤
馬
村
の
官
林
を
養
樹
社
へ
立
木
払

下
げ
願

249

10

16年
６
月

地
租
改
正
後
の
県
吏
員
転
職
希
望
調
査

251

11

16年
６
月

（
前
欠
）
砂
防
工
事
の
必
要
性
に
つ
き
宇
野

円
三
郎
演
述

251

17



12

16年
７
月

英
田
郡
の
製
茶

253

13

16年
８
月

18日
寺
島
太
一
阿
賀
郡
長
よ
り
高
梁
川
浚
鑿
費
・

養
樹
社
の
こ
と
等
、
野
崎
万
三
郎
へ
礼
状

256

14

16年

10月
８
日
旱
魃
の
損
害
報
告
（
久
米
北
条
郡
桑
下
村
）

257

15

16年

10月

11日
早
島
の
景
況
（
秋
祭
り
神
幸
・
非
常
旱
損
）

257

第
八
章
明
治
十
七
年

使
用
資
料
と
そ
の
略
称
一
覧

260

１

17年
１
～
５
月
明
治
中
期
の
和
気
郡
内
郵
便
事
情

261

写
真
７
日
笠
下
本
局
管
内
配
達
図

262

図
１

日
笠
下
本
局
管
内
配
達
図
（
翻
刻
）

263

２

17年
１
月

久
米
北
条
郡
桑
下
村
衛
生
通
信
報
告

266

３

17年
３
月

16日
美
作
国
真
島
郡
よ
り
伯
耆
国
倉
吉
村
へ
の
道

路
と
船
路
の
開
鑿
主
意
書

266

４

17年
４
月

21日
茶
業
組
合
等
勧
業
会
の
開
催

268

５

17年
８
月

14日
阿
賀
・
哲
多
両
郡
の
砂
鉄
利
用
上
申
（
太
田

八
太
郎
）

269

６

17年
８
月

備
中
の
暴
風
雨
災
害
状
況

270

７

17年

11月

15日
郵
便
切
手
売
下
免
許
旧
印
鑑
を
紛
失

271

８

17年

11月
暴
風
海
嘯
被
害
を
受
け
て
の
宇
野
円
三
郎
付

言

272

18



岡
山
県
明
治
前
期
資
料

六
補
遺

解
説

一
『
岡
山
県
明
治
前
期
資
料
六

補
遺
』
の
概
要

『
岡
山
県
明
治
前
期
資
料
一
～
五
』（
以
下
『
一
～
五
』）
は
、
岡

山
県
域
の
確
定
し
た
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
か
ら
市
町
村
制
・
府

県
制
が
議
論
さ
れ
る
同
二
十
年
（
一
八
八
七
）
頃
ま
で
の
岡
山
県
を

対
象
に
、
当
時
の
岡
山
県
に
と
っ
て
の
重
要
な
資
料
を
計
画
的
に
発

刊
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
刊
行
状
況
は
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
巻
は
、
明
治
八
年
十
月
、
高
崎
五
六
が
岡
山
県
令
に
任
じ
ら
れ
、

同
年
十
二
月
小
田
県
が
、
翌
年
四
月
北
条
県
が
そ
れ
ぞ
れ
廃
止
し
岡

山
県
に
合
併
さ
れ
、
新
生
岡
山
県
が
誕
生
す
る
こ
と
を
起
と
し
、
十

七
年
十
二
月
県
令
高
崎
が
参
議
院
議
官
に
転
任
す
る
ま
で
の
、
い
わ

ゆ
る
「
高
崎
県
政
」
に
関
わ
る
資
料
を
掲
載
し
て
お
り
、
先
記
の

『
一
～
四
』
の
補
遺
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、『
一
～
四
』
は
、「
公
文

録
」
・
「
公
文
聚
」
・
「
岡
山
県
資
料
」
・
「
岡
山
県
布
達
」
な
ど
の
公

的
資
料
の
他
に
、
明
治
十
二
年
創
刊
の
「
山
陽
新
報
」
な
ど
を
中
心
に

し
て
、
地
域
資
料
を
も
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
回
の

19

『岡山県明治前期資料』の刊行

標題 年度 内容

岡山県記録資料叢書10
『岡山県明治前期資料一』

平成26
明治９～10年
新岡山県高崎県政の開始

岡山県記録資料叢書11
『岡山県明治前期資料二』

平成27
明治11～12年
民会の再開と県会の設置

岡山県記録資料叢書12
『岡山県明治前期資料三』

平成28
明治11～12年の残りと明治13～14年
高崎県政と県会の対立・民権運動の高揚

岡山県記録資料叢書13
『岡山県明治前期資料四』

平成29
明治15～17年
民権運動の衰退と高崎県令の転任

岡山県記録資料叢書14
『岡山県明治前期資料五』

平成30
明治18～20年
千坂新県政

岡山県記録資料叢書15
『岡山県明治前期資料六』

令和２
明治８～17年の補遺
（※高崎五六県政）



『
補
遺
』
は
、『
一
～
四
』
に
掲
載
し
き
れ
な
か
っ
た
「
山
陽
新
報
」
な

ど
の
資
料
と
補
充
し
て
充
実
す
べ
き
関
連
の
地
域
資
料
を
掲
載
し
た
。

特
に
、
該
当
年
代
の
当
館
所
蔵
資
料
を
博
捜
し
、
加
え
て
当
館
の

企
画
展
示
の
調
査
事
業
な
ど
の
中
で
発
見
し
た
資
料
な
ど
、
県
内
の

地
域
資
料
を
積
極
的
に
加
え
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
。
た
と
え
ば
、

高
崎
県
政
下
で
吏
員
を
勤
め
た
野
崎
万
三
郎
の
資
料
は
、
従
来
の
県

政
の
評
価
を
変
え
る
部
分
も
包
含
し
て
い
る
。
ま
た
一
方
、
県
政
に

対
抗
し
た
と
い
わ
れ
る
自
由
民
権
運
動
の
旗
手
の
一
人
、
中
島
衛
の

関
係
資
料
も
で
き
る
限
り
掲
載
す
る
こ
と
で
岡
山
県
政
を
多
面
的
に

み
て
い
く
こ
と
も
有
益
と
考
え
た
。

な
お
、
『
一
～
四
』
が
テ
ー
マ
ご
と
に
各
資
料
を
年
月
日
順
に
配

置
し
た
の
に
対
し
て
、
本
巻
は
、
高
崎
県
令
が
誕
生
し
た
明
治
八
・

九
年
か
ら
ほ
ぼ
各
年
を
章
と
し
、
編
年
で
配
置
し
た
。

高
崎
県
政
の
時
代
に
関
し
て
、
『
一
～
四
』
の
「
解
説
」
で
各
々

の
時
代
の
説
明
を
し
て
い
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
『
一
』
の
「
発
刊

の
こ
と
ば
」
の
「
高
崎
五
六
は
、
明
治
八
年
県
令
に
赴
任
し
て
、
最

初
に
県
職
員
を
大
量
に
更
迭
し
、
人
々
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
地
租

改
正
の
政
府
案
を
強
要
す
る
な
ど
、
か
な
り
強
い
姿
勢
で
県
政
を
展

開
し
て
い
ま
す
が
、
同
十
八
年
内
務
省
転
出
ま
で
、
岡
山
県
の
近
代

化
を
着
実
に
進
め
た
開
明
知
事
で
し
た
。
」
に
尽
き
る
よ
う
に
思
え

る
が
、
今
回
収
録
し
た
地
域
資
料
を
中
心
と
し
た
新
た
な
資
料
に
よ

り
改
め
て
再
点
検
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
巻
の
編
集
に
先
立
ち
、
昨
年
度
高
崎
五
六
に
つ
い
て
論
考
（
当

館
紀
要
）
を
ま
と
め
た
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の

高
崎
県
政
の
時
代
は
「
建
設
の
時
代
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
視
点
は
、「
人
づ
く
り
」（
宗
教
・
病
院
・
教
育
）、「
も
の
づ
く

り
」（
殖
産
興
業
・
勧
業
政
策
）、「
県
土
づ
く
り
」（
町
村
・
道
路
）

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
民
権
運
動
の
盛
り
上
が
り
の
中
で
、

「
揺
れ
る
」
地
域
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、「
ま
と
め
、
つ
く
」
っ
て

い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
掲
載
資
料
を
選
定
し
た
。

二
『
岡
山
県
明
治
前
期
資
料
六
』
の
構
成
と
内
容

本
巻
の
構
成
は
、
第
一
章
（
明
治
八
～
九
年
）
・
第

二
章
（
十
～

十
一
年
）
・
第
三
章
（
十

二
年
）
・
第
四
章
（
十
三
年
）
・
第
五
章

20



（
十
四
年
）
・
第
六
章
（
十
五
年
）
・
第
七
章
（
十
六
年
）
・
第
八
章

（
十
七
年
）
の
八
章
と
し
た
。
個
々
の
資
料
の
編
集
方
法
は
先
記
し

た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
各
章
の
構
成
は
、
掲
載
資
料
を
原
則
年
月

日
順
に
並
べ
た
。
資
料
出
典
は
各
章
の
冒
頭
部
分
に
一
括
掲
載
し
、

個
別
資
料
に
は
そ
れ
を
略
称
で
示
し
た
。
ま
た
各
資
料
に
は
章
ご
と

に
通
し
番
号
を
付
し
、
そ
の
資
料
の
内
容
を
で
き
る
だ
け
端
的
な
タ

イ
ト
ル
で
示
し
た
。
な
お
「
山
陽
新
報
」
か
ら
の
引
用
は
、
そ
の
記

事
内
容
を
タ
イ
ト
ル
冒
頭
の
日
付
で
示
し
、
掲
載
の
日
付
を
出
典
部

分
に
付
け
た
。

各
章
の
内
容
や
注
目
点
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
）
第
一
章
（
明
治
八
～
九
年
）

明
治
八
年
十
月
七
日
、
高
崎
五
六
が
新
岡
山
県
令
に
発
令
さ
れ
、

同
月
十
七
日
に
着
任
す
る
。
そ
の
頃
は
地
租
改
正
事
業
の
末
期
で
あ

る
。
児
島
東
雄
の
「
意
見
書
」
（
資
料
１
）
の
内
容
は
高
崎
県
令
の

「
請
振
興
内
治
建
言
」（
資
料
９
）
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
政
府
の
政
策
を
強
要
し
た
高
崎
県
令
が
十
月
十
五
日
に
県
下
各

区
の
戸
長
な
ど
に
行
っ
た
「
達
」（
資
料
２
）、
強
制
的
に
罷
免
し
た

県
庁
官
員
へ
の
「
達
」
（
資
料
３
）
か
ら
は
、
朝
廷
の
「
臣
子
」
の

義
務
、
人
民
の
標
準
を
念
頭
に
し
た
官
員
の
品
行
な
ど
、
民
情
を
考

え
た
文
字
ど
お
り
「
民
富
」
論
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
強
圧
県
令
」

の
様
相
は
見
え
な
い
。

九
年
に
は
、
小
田
・
北
条
県
が
岡
山
県
に
合
併
さ
れ
、
新
生
岡
山

県
が
誕
生
し
た
（
資
料
６
）
。
そ
の
中
で
、
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た

各
地
域
の
区
戸
長
な
ど
の
上
申
書
を
掲
載
し
た
（
資
料

11・

13）
。

そ
の
過
程
で
の
、
区
議
会
議
案
や
正
副
戸
長
会
議
の
各
地
域
資
料
を

も
収
載
し
た
（
資
料

12・

14）。

（
二
）
第
二
章
（
明
治
十
～
十
一
年
）

明
治
十
年
の
大
事
件
は
何
と
言
っ
て
も
西
南
戦
争
で
あ
る
。
そ
の

報
に
接
し
、
地
域
社
会
の
緊
迫
さ
が
伝
わ
る
資
料
（
資
料
２
・
３
）

を
掲
載
し
た
。
ま
た
同
年
十
二
月
に
開
催
さ
れ
た
県
内
各
区
の
「
区

長
会
議
」（
通
称
「
県
会
」）
に
関
す
る
臨
時
県
会
資
料
は
『
一
』
に

収
載
し
て
い
る
が
、
本
巻
編
集
の
過
程
で
第
十
九
区
務
所
議
事
録
の

別
資
料
（
資
料
７
）
が
見
つ
か
り
掲
載
し
た
。
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こ
の
前
後
で
大
い
に
議
論
と
な
る
の
が
「
民
費
」
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
一
方
の
県
当
局
の
意
見
と
も
言
え
る
、
同
年
二
月
の
高
崎
県

令
の
建
白
書
（
資
料
１
）
を
も
掲
載
し
た
。

教
育
関
係
と
し
て
は
、
区
長
兼
学
区
取
締
の
中
島
衛
の
小
学
校
合

併
に
関
わ
る
上
申
書
（
資
料
４
）
が
あ
る
。
関
係
資
料
と
し
て
は
、

『
一
』
の

227頁
に
教
育
会
議
資
料
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
合
併
上
申

は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
よ
う
で
、
『
一
』
の

240頁
の
同
年
中
の
学
校

新
設
・
改
称
・
合
併
等
変
換
の
中
に
は
見
え
な
い
。
加
え
て
、
新
生

岡
山
県
の
教
育
に
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
「
地
誌
」
緒
言
（
資
料
５
）、

維
新
期
の
地
域
神
社
の
動
揺
・
軋
轢
を
伝
え
る
資
料
（
資
料
６
）
を

収
載
し
た
。
な
お
、
前
者
は
『
一
』
の

248頁
に
出
版
の
記
事
が
あ
る

が
、
そ
の
記
事
の
補
充
で
あ
る
。

明
治
十
一
年
で
は
、
ま
ず
土
地
に
関
係
し
て
近
世
か
ら
近
代
に
い

た
る
過
程
で
の
地
域
資
料
を
掲
載
し
た
。
一
つ
は
県
吏
員
が
行
っ
た

山
野
原
野
の
調
査
に
関
す
る
も
の
（
資
料
８
）
、
も
う
一
つ
は
播
磨

国
と
備
前
国
の
国
界
論
地
に
関
わ
る
も
の
（
口
絵
写
真
及
び
資
料
９
）

で
あ
る
。
と
く
に
、
後
者
は
入
会
地
で
あ
っ
た
土
地
が
明
治
八
年
か
ら

係
争
さ
れ
最
終
的
に
は
内
務
省
調
査
に
よ
っ
て
決
着
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
そ
の
該
当
地
は
口
絵
写
真
に
て
示
し
た
。
な
お
、
地
租
改
正

期
、
耕
地
の
村
ヘ
の
所
属
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
外
の
土

地
（
入
会
地
・
荒
蕪
地
）
の
帰
属
が
曖
昧
な
場
合
が
多
か
っ
た
た
め

に
、
村
と
村
の
境
界
は
、
隣
接
町
村
の
す
べ
て
と
相
手
方
立
ち
会
い
の

下
で
境
界
確
認
作
業
が
何
度
も
行
わ
れ
た
。
そ
の
一
例
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
売
薬
関
係
資
料
（
資
料

11）
で
あ
る
。
窪
屋
郡
三
須
村

（
現

総
社
市
）
の
旗
本
蒔
田
氏
の
侍
医
杉
生
方
策
（
の
ち

�斎
を

名
乗
る
［
一
八
三
一
生
～
九
二
没
］
）
が
明
治
時
代
に
な
っ
て
売
薬

許
可
を
申
請
し
て
い
る
。
明
治
十
年
に
売
薬
は
許
可
制
に
な
っ
た
直

後
の
資
料
で
あ
る
。
全
国
第
三
位
届
出
数
の
岡
山
県
の
一
事
例
で
あ

る
と
と
も
に
、
医
師
か
ら
売
薬
業
者
へ
と
い
う
変
遷
を
も
知
れ
る
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
「

副
戸
長

高
杉

寛
郷
」
は

�斎
の

養
子

先
の

本
家
の
人
物
で
あ
る
。

（
三
）
第
三
章
（
明
治
十
二
年
）

高
崎
県
令
の
在
任
中
、
政
治
・
経
済
・
文
化
・
社
会
面
で
最
も
大
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き
な
動
き
が
あ
っ
た
の
が
十
二
年
で
あ
る
。

政
治
面
で
は
や
は
り
公
選
県
会
の
開
会
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
資

料
は
『
二
』
に
詳
し
い
が
、
こ
の
年
を
「
岡
山
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ

ン
ト
」
の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
て
実
施
し
た
令
和
元
年
度
企
画
展
示

の
事
前
調
査
の
過
程
で
こ
れ
ま
で
ど
こ
に
も
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
第
一
回
県
会
議
員
記
念
集
合
写
真
を
提
供
者
の
御
協
力
に
よ
り
掲

載
で
き
た
（
写
真
１
）
。
ま
た
、
岡
山
民
立
博
覧
会
に
つ
い
て
の
地

域
資
料
と
「
山
陽
新
報
」
論
説
を
収
載
で
き
た
（
資
料
４
・
６
・
９

～

11）。

文
化
面
で
は
、
「
山
陽
新
報
」
創
刊
号
の
緒
言
（
資
料
１
）
の
他

に
、
勧
業
会
関
係
の
論
説
を
中
心
に
載
せ
た
（
資
料
２
・
３
・

12～

15・

36～

37）
。
加
え
て
『
二
』
に
掲
載
で
き
な
か
っ
た
「
郡
村
景

況
」
も
載
せ
た
。

社
会
面
で
は
、
当
館
に
未
収
蔵
で
あ
っ
た
「
岡
山
県
布
達
」
複
製

資
料
か
ら
、
十
二
年
に
大
流
行
し
た
コ
レ
ラ
の
多
大
な
影
響
を
数
量

化
す
る
と
と
も
に
、
『
二
』
に
未
掲
載
の
「
県
布
達
」
を
補
充
し
て

充
実
さ
せ
た
（
資
料

21～

34）
。
こ
れ
ら
は
大
流
行
し
た
コ
レ
ラ
に

対
す
る
国
か
ら
の
指
示
を
受
け
た
県
の
対
策
を
示
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
地
域
医
療
と
い
う
視
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
指
示
が
勝
南

郡
で
の
申
達
（
資
料

39）
や
西
々
西
条
郡
で
の
衛
生
会
議
開
催
（
資

料

40）
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
コ
レ
ラ
対
策
に
は
、
地
域
の
医
師
の

存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
四
）
第
四
章
（
明
治
十
三
年
）

『
三
』
の
「
県
治
」
で
は
勝
南
郡
長
と
管
内
戸
長
な
ど
と
の
対
立

の
様
子
に
つ
い
て
「
山
陽
新
報
」
か
ら
わ
か
る
資
料
を
掲
載
し
て
い

る
が
、
本
巻
で
は
、
当
該
地
域
の
大
岡
家
の
資
料
の
中
か
ら
郡
役
所

内
部
の
状
況
が
わ
か
る
資
料
を
掲
載
し
た
（
資
料

16・

17・

21・

23）。

明
治
十
三
年
の
洪
水
に
つ
い
て
は
「
県
布
達
」
や
「
山
陽
新
報
」

で
詳
細
が
知
れ
る
が
、
高
梁
川
関
係
の
地
域
資
料
を
掲
載
す
る
（
資

料

37）
こ
と
で
そ
の
被
害
と
復
興
へ
の
足
取
り
を
よ
り
明
ら
か
に
し

た
。
な
お
、
『
三
』
で
未
掲
載
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
郡
村
景

況
」
も
補
充
し
た
。

「
県
会
」
・
「
国
会
請
願
」
・
「
民
権
」
に
つ
い
て
は
、
熱
の
こ
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も
っ
た
意
見
が
盛
ん
な
「
山
陽
新
報
」
の
論
説
記
事
を
掲
載
し
た

（
資
料
７
・

11・

13・

15・

29）
。
加
え
て
、
「
民
権
」
に
つ
い
て
招

魂
祭
や
結
社
の
資
料
を
収
載
し
た
（
資
料
８
・

32・

34）。

本
章
の
特
筆
す
べ
き
は
「
教
育
文
化
」
で
あ
る
。
一
つ
は
「
宗
教
」

で
あ
り
、
新
島
襄
の
関
連
資
料
の
掲
載
で
あ
る
（
資
料
４
～
６
）
。

『
三
』
で
は
、
高
梁
町
の
近
況
の
中
で
「
耶
蘇
教
の
説
教
」
な
ど
と

の
記
述
を
し
た
が
、
そ
の
具
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
を
掲
載
し

た
。
も
う
一
つ
は
「
医
療
」、
と
り
わ
け
岡
山
県
病
院
関
係
で
あ
る
。

生
田
安
宅
の
履
歴
記
か
ら
そ
の
開
院
ま
で
の
経
過
を
収
載
で
き
た

（
資
料

18）。
両
者
の
事
跡
が
形
成
さ
れ
た
背
景
に
は
高
崎
県
令
の
存

在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
『
三
』
な
ど
で
示
さ
れ
た

「
鬼
県
令
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
新
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
の
開
明
性

を
表
し
て
い
る
。

（
五
）
第
五
章
（
明
治
十
四
年
）

明
治
十
四
年
に
な
っ
て
も
郡
長
と
地
方
指
導
者
の
対
立
は
お
さ
ま

ら
ず
、
た
と
え
ば
、
川
上
郡
長
渡
辺
磊
三
宛
の
呈
書
も
出
さ
れ
て
い

る
（
資
料

17）
。
通
常
県
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
『
三
』
に
詳
し

い
が
、
府
県
会
規
則
に
対
す
る
意
見
（
資
料

20）
や
県
会
決
議
不
認

可
の
世
論
に
つ
い
て
の
論
説
（
資
料

24）
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
国

会
請
願
が
本
格
化
す
る
中
で
、
国
会
開
設
に
対
す
る
意
見
に
つ
い
て

の
論
説
（
資
料
４
）
を
掲
載
し
た
。

「
民
権
」
関
係
で
は
、
郷
党
親
睦
会
（
『
三
』

135頁
）
で
の
中
島

衛
演
説
の
筆
記
を
掲
載
す
る
（
資
料

12）
と
と
も
に
、
山
陽
新
報
編

輯
責
任
者
と
な
っ
た
永
田
一
二
の
論
説
を
掲
載
し
た
（
資
料

13）。

「
交
通
」
関
係
で
は
、『
三
』
に
は
多
く
の
「
県
史
料
」「
山
陽
新

報
」
の
道
路
工
事
の
資
料
が
掲
載
し
て
い
る
が
、
本
巻
で
は
、
阿
賀

郡
草
間
村
修
路
に
関
す
る
碑
文
を
掲
載
し
た
。
郡
長
及
び
地
域
住
民
、

そ
し
て
県
令
の
そ
れ
ぞ
れ
の
道
路
修
路
へ
の
か
か
わ
り
方
、
醵
金
の

出
し
方
な
ど
、
銘
文
か
ら
多
く
の
情
報
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。

「
勧
業
」
関
係
で
は
、
『
三
』
で
紹
介
し
た
岡
山
紡
績
所
開
業
式

の
永
田
一
二
の
演
説
を
収
載
し
（
資
料

21・

22）、「
県
史
料
」
で
紹

介
さ
れ
た
岡
山
天
瀬
陶
器
製
造
所
の
作
品
に
つ
い
て
「
山
陽
新
報
」

記
事
で
掲
載
し
た
（
資
料

15）。『
四
』
の
「
産
業
経
済
」
関
係
で
は
、
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岡
山
郵
便
局
の
郵
便
物
統
計
を
採
り
あ
げ
た
（

223頁
）
が
、
本
巻
で

は
、
和
気
郡
の
「
郵
便
御
用
留
」
を
抄
録
し
た
（
資
料

10）。

「
教
育
文
化
」
で
は
、
官
許
私
立
学
校
（
資
料

18）
、
順
正
女
学

校
（
資
料

26）
、
三
余
塾
（
資
料

27）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
原
史

料
か
ら
翻
刻
・
収
載
し
た
。

「
雑
誌
」
で
は
、
『
三
』
で
「
県
史
料
」
に
よ
る
各
雑
誌
の
発
行

許
可
の
記
事
を
掲
載
し
た
が
、
各
雑
誌
創
刊
の
意
図
が
わ
か
る
創
刊

号
緒
言
を
収
載
し
た
。
二
月
二
十
八
日
許
可
「
七
々
雑
誌
」（『
三
』

311頁
）
の
創
刊
号
緒
言
（
資
料

11）
、
五
月
十
八
日
許
可
「
美
作
雑

誌
」
の
創
刊
号
緒
言
（
資
料

23）
、
ま
た
岡
山
県
で
は
文
芸
誌
の
草

分
け
と
い
え
る
「
鶴
鳴
余
音
」
第
一
集
編
纂
改
正
条
規
（
資
料

19）

で
あ
る
。

（
六
）
第
六
章
（
明
治
十
五
年
）

『
四
』
で
は
郡
長
と
郡
役
所
の
資
料
を
掲
載
し
た
（
３
～
８
頁
）

が
、
本
巻
で
は
、
初
代
窪
屋
郡
長
の
林
孚
一
関
係
資
料
を
掲
載
す
る

（
資
料
４
・

12）
と
も
に
、
戸
長
役
場
事
務
に
関
わ
る
上
申
書
（
資

料
６
）
や
戸
長
集
会
規
則
（
資
料

14）
を
県
治
・
県
会
関
係
資
料
と

し
て
収
載
し
た
。
加
え
て
「
人
民
参
政
権
」
に
関
わ
る
「
山
陽
新
報
」

の
論
説
（
資
料
９
・

10）
を
掲
載
し
た
。

「
産
業
経
済
」
で
は
、『
四
』
の
玉
島
紡
績
所
（

155頁
）、
宇
野
円

三
郎
の
治
水
建
言
（

147頁
）
に
加
え
る
形
で
、
岡
山
紡
績
所
の
景
況

を
伝
え
る
資
料
（
資
料
１
）
や
県
下
の
鉄
鉱
の
分
析
資
料
（
資
料

16）

を
収
載
し
た
。
な
お
、
こ
こ
で
登
場
す
る
和
田
維 つ
な四
郎
（
一
八
五
六

生
～
一
九
二
〇
没
）
は
鉱
物
学
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
明
治
十
年

に
東
京
大
学
創
設
に
あ
た
り
、
理
学
部
地
質
学
科
で
教
授
ナ
ウ
マ
ン

を
助
け
、
内
務
省
地
質
課
設
置
と
と
も
に
同
課
に
移
っ
た
。
同
十
四

年
に
地
質
課
が
農
商
務
省
所
轄
と
な
る
と
そ
の
課
長
と
な
り
、
翌
年

に
は
同
省
所
轄
の
地
質
調
査
所
初
代
所
長
と
な
っ
た
。
の
ち
に
ド
イ

ツ
で
鉱
物
学
を
も
学
び
、
帰
国
後
東
京
大
学
理
学
部
教
授
に
就
任
し

た
。
岡
山
県
は
そ
の
和
田
に
県
内
の
鍛
鉱
な
ど
の
分
析
を
依
頼
し
、

そ
の
回
答
が
こ
の
資
料
で
あ
る
。
そ
の
際
に
貼
付
さ
れ
た
も
の
が
ハ

ウ
ル
・
ヘ
ル
ム
氏
の
意
見
書
で
あ
る
が
、
本
巻
に
は
収
録
し
な
か
っ

た
。
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「
開
墾
」
で
は
『
四
』
で
取
り
上
げ
た
結
社
（

202～

206頁
）
に
つ

い
て
補
充
し
た
。
一
つ
は
、
吉
備
開
墾
社
に
よ
る
、
児
島
郡
呼
松
村

外
四
ヶ
村
地
先
海
面
埋
立
開
墾
資
金
の
再
度
拝
借
金
に
関
わ
る
県
か

ら
農
商
務
省
へ
の
出
願
書
（
資
料
３
）
で
あ
る
。
前
年
に
許
可
さ
れ
、

政
府
か
ら
資
金
を
貸
与
さ
れ
、
工
事
に
着
手
し
た
が
堤
防
用
材
不
足

と
冬
期
の
激
浪
に
よ
る
堤
防
決
壊
に
よ
っ
て
挫
折
し
た
こ
と
を
乗
り

越
え
て
の
再
挑
戦
の
再
出
願
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
後
年
に
県
政

を
揺
る
が
せ
る
大
問
題
と
な
る
児
島
湾
干
潟
開
墾
に
関
わ
る
、
県
か

ら
内
務
省
へ
の
微
力
社
の
上
申
書
な
ど
（
資
料
２
・

17）
で
あ
る
。

明
治
十
一
年
設
立
の
伊
木
社
に
対
抗
し
て
、
同
十
三
年
に
中
川
横
太

郎
・
西
毅
一
・
谷
川
達
海
ら
士
族
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
微
力
社
に

よ
る
開
墾
事
業
に
関
し
て
、
同
十
四
年
内
務
省
は
県
令
の
具
申
を
受

け
て
御
雇
外
国
人
技
師
ム
ル
ド
ル
を
派
遣
し
、
調
査
さ
せ
、
技
術
的

に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
久
米
北
条
郡
の
用
水
溜
池
の
民
有
化
の
資
料
（
資
料

８
）
も
掲
げ
た
。

「
教
育
文
化
」
に
つ
い
て
は
、
津
山
中
学
問
題
に
関
す
る
中
島
衛

の
具
申
書
（
資
料

11）
や
新
聞
社
と
し
て
の
性
格
を
批
判
さ
れ
た
こ

と
へ
の
山
陽
新
報
自
身
の
反
論
記
事
（
資
料
７
）
も
掲
載
で
き
た
。

（
七
）
第
七
章
（
明
治
十
六
年
）

『
四
』
で
は
「
県
布
達
」
や
「
山
陽
新
報
」
な
ど
を
通
じ
て
当
時

の
県
政
の
体
制
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
本
巻
で
は
、
岡
山
県
内
の
吏

員
に
よ
る
県
令
へ
の
機
構
改
革
に
関
す
る
上
申
書
（
資
料
１
）
、
官

林
立
木
払
い
下
げ
に
関
わ
る
地
域
・
郡
長
・
県
吏
員
の
関
係
を
示
す

資
料
（
資
料
９
・

13）
を
取
り
上
げ
た
。
な
お
、
地
租
改
正
事
業
後

の
吏
員
の
転
職
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
（
資

料

10）
も
併
せ
て
収
載
し
た
。
ま
た
、
当
時
、
「
県
布
達
」
で
は
戸

長
役
場
の
配
置
な
ど
が
指
示
さ
れ
て
い
る
（
『
四
』

12頁
）
が
、
本

巻
で
は
そ
れ
を
受
け
た
地
域
現
場
で
の
実
務
を
「
戸
長
役
場
日
誌
」

で
見
る
こ
と
に
し
た
（
資
料
４
）。
ま
た
、『
四
』
で
は
前
年
の
宇
野

円
三
郎
の
建
言
に
影
響
さ
れ
て
策
定
さ
れ
た
「
砂
防
工
施
行
規
則
」

及
び
「
同
着
手
順
序
」
を
掲
載
し
て
い
る
（

165～

170頁
）
が
、
本
巻

で
は

未
掲
載
の

宇
野

氏
の
論
文
を
掲
げ
た
（
資
料

11）
。
こ
の
資
料
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は
、
前
欠
で
あ
る
が
、
宇
野
氏
が
語
呂
を
良
く
し
て
ル
ビ
を
振
っ
て

皆
に
読
ま
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
と
思
わ
れ
る
た
め
に
敢
え
て
収
載

し
た
。

明
治
中
期
の
岡
山
県
の
勧
業
の
一
つ
と
し
て
茶
業
が
あ
り
、
英
田

郡
の
茶
事
営
業
に
関
す
る
資
料
（
資
料

12）
も
収
載
し
た
。

教
育
で
は
、
『
四
』
で
は
「
県
布
達
」
に
よ
る
学
校
生
徒
の
学
術

演
説
会
へ
の
臨
会
加
入
禁
止
の
布
達
を
収
載
し
た
が
、
本
巻
で
は
そ

れ
に
対
す
る
「
山
陽
新
報
」
の
論
説
（
資
料
６
・
７
）
を
掲
げ
た
。

（
八
）
第
八
章
（
明
治
十
七
年
）

『
四
』
で
は
十
五
年
か
ら
の
郵
便
制
度
に
関
す
る
図
表
な
ど
（

222

頁
）
を
掲
げ
て
い
る
が
、
本
巻
で
は
、
そ
の
制
度
の
地
域
へ
の
広
が

り
が
見
ら
れ
る
、
和
気
郡
内
の
配
達
状
況
が
わ
か
る
資
料
（
資
料
１
）

と
と
も
に
、
切
手
売
下
免
許
・
印
鑑
の
重
要
性
を
も
示
す
資
料
（
資

料
７
）
も
掲
載
し
た
。
な
お
、
明
治
七
年
、
岡
山
県
は
郵
便
取
扱
所

を

37ヶ
所
新
設
し
て
お
り
、
旧
和
気
郡
内
で
は
日
生
・
和
気
・
日
笠

下
・
吉
永
中
・
原
・
市
場
の
六
ヶ
所
が
設
置
さ
れ
た
。『
吉
永
町
史
』

通
史
編
で
は
吉
永
中
郵
便
局
の
配
達
区
域
な
ど
が
記
述
さ
れ
て
い
る

が
、
本
巻
で
は
日
笠
下
本
局
の
事
例
を
史
料
や
図
で
詳
述
し
た
。
ま

た
先
記
し
た
茶
業
の
勧
業
会
の
あ
り
方
が
わ
か
る
資
料
（
資
料
４
）、

太
田
八
太
郎
の
砂
鉄
利
用
に
関
す
る
県
勧
業
課
宛
資
料
（
資
料
５
）

は
当
時
の
県
の
勧
業
の
状
況
の
一
面
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、

こ
れ
ら
は
各
郡
区
役
所
と
実
務
者
の
タ
イ
ア
ッ
プ
の
必
要
性
を
述
べ

る
も
の
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
七
年
は
大
津
波
が
県
南
部
を
襲
っ
た
年
で
あ
り
、
『
四
』
で
は

特
別
に
小
項
目
「
明
治
十
七
年
暴
風
海
嘯
」
と
し
て
、
口
絵
写
真
及

び
本
文
資
料
（

38～

68頁
）
で
、
八
月
大
海
嘯
（
津
波
）
の
被
害
状

況
を
公
文
書
と
「
山
陽
新
報
」
で
細
か
く
伝
え
て
い
る
。
一
方
、
本

巻
で
は
、
そ
れ
ら
に
加
え
る
形
で
、
備
中
の
災
害
状
況
を
早
島
村
の

太
田
淳
二
が
個
人
日
誌
と
し
て
記
録
し
た
内
容
を
紹
介
す
る
（
資
料

６
）
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
暴
風
海
嘯
被
害
を
受
け
て
、
過
去
に
多
く

の
砂
防
に
関
す
る
建
言
を
行
い
規
則
な
ど
の
策
定
を
導
い
て
き
た
宇

野
円
三
郎
の
付
言
（
資
料
８
）
を
も
収
載
し
た
。
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最
後
に
、
本
巻
を
編
纂
す
る
際
に
参
考
と
し
た
お
も
な
文
献
を
各

章
ご
と
に
紹
介
す
る
。

巻
頭
『
岡
山
県
郡
治
誌
』
上
巻
(一
九
三
八
)

『
和
気
郡
史
』
通
史
編
下
巻
Ⅰ
（
一
九
八
四
）

一
柴
田
一
・
太
田
健
一
『
岡
山
県
の
百
年
』
(一
九
八
六
)

『
成
羽
町
史
』
史
料
編
（
一
九
九
四
）

二
『
総
社
市
史
』
通
史
編
（
一
九
九
八
）

土
岐
隆
信
・
木
下
浩
『
備
中
売
薬
』（
二
〇
一
一
）

三
『
笠
岡
市
史
』
第
三
巻
（
一
九
九
六
）

『
鏡
野
歴
史
も
の
が
た
り
』（
二
〇
一
九
）

四
『
岡
山
大
学
医
学
部
百
年
史
』（
一
九
七
二
）

『
新
島
襄
全
集
Ⅰ
』
教
育
編
（
一
九
八
三
）

『
新
島
襄
全
集
Ⅰ
』
書
簡
編
（
一
九
八
七
）

『
増
補
版
高
梁
市
史
（
下
）』（
二
〇
〇
四
）

八
木
橋
康
広
『
備
中
高
梁
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
会
の
成
立
』

（
二
〇
一
六
）

山
下
洋
「
明
治
十
三
年
の
高
梁
川
水
害
に
つ
い
て
」
『
倉
敷
の

歴
史
』
第

30号
（
二
〇
二
〇
）

五
『
新
見
市
史
』（
一
九
六
五
）

『
和
気
郡
史
』
通
史
編
下
巻
Ⅰ
（
一
九
八
四
）

『
新
見
市
史
』
通
史
編
下
（
一
九
九
一
）

『
有
終
―
順
正
女
学
校
―
』（
一
九
九
一
）

六
『
新
修
倉
敷
市
史
』
５
近
代
（
上
）（
二
〇
〇
二
）

『
鏡
野
町
史
』
通
史
編
（
二
〇
〇
九
）

鈴
木

理
「
和
田
維
四
郎
と
小
藤
文
次
郎
」
『

GSJ地
質
ニ
ュ
ー

ス
』
３
（
二
〇
一
四
）

明
誠
学
院
高
等
学
校
社
会
部
『
治
水
工
師
ム
ル
デ
ル
と
共
に
』

（
二
〇
一
八
）

『
林
源
一
郎
商
店
』（
二
〇
二
〇
）

七
石
井
謙
治
『
江
戸
海
運
と
弁
才
船
』（
一
九
八
八
）

安
達
裕
之
『
日
本
の
船
―
和
船
編
―
』（
一
九
九
八
）

八
『
吉
永
町
史
』
民
俗
編
（
一
九
八
四
）

『
和
気
郡
史
』
通
史
編
下
巻
Ⅰ
（
一
九
八
四
）

『
吉
永
町
史
』
通
史
編
Ⅲ
（
一
九
九
六
）
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全
体
に
関
わ
る
参
考
文
献

ひ
ろ
た
ま
さ
き
「
美
作
の
民
権
家
・
中
島
衛
に
つ
い
て
」
『
岡

山
の
歴
史
と
文
化
』（
一
九
八
三
）

『
岡
山
県
史
』
近
代
Ⅰ
（
一
九
八
五
）

『
岡
山
県
歴
史
人
物
事
典
』（
一
九
九
四
）

『
早
島
の
歴
史
』
３
史
料
編
（
一
九
九
九
）

山
本
秀
夫
「
高
崎
五
六
に
つ
い
て
」
『
岡
山
県
立
記
録
資
料
館

紀
要
』（
二
〇
二
〇
）

来
年
度
か
ら
は
、
下
表
の
と
お
り
『
岡
山
県
明
治
後
期
資
料
』
の

刊
行
を
計
画
し
て
い
る
。
市
町
村
制
・
憲
法
・
帝
国
議
会
に
始
ま
り
、

日
清
・
日
露
戦
争
を
挟
む
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
の
岡
山

県
の
動
き
を
対
象
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
途
で
後
期
前
半
・
後
半
の

補
遺
を
予
定
し
て
い
る
。
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『岡山県明治後期資料』の刊行計画

標題 年度 内容

岡山県記録資料叢書16
『岡山県明治後期資料一』

令和３
明治21～22年（明治憲法体制成立）
市制・町村制施行、憲法制定

岡山県記録資料叢書17
『岡山県明治後期資料二』

令和４
明治23～26年（議会設立）
帝国議会開会、山陽鉄道開通、三大河川
氾濫

岡山県記録資料叢書18
『岡山県明治後期資料三』

令和５
明治27～29年（日清戦争期の政治・経済・
社会）
銀行・紡績会社設立

岡山県記録資料叢書19
『岡山県明治後期資料四』

令和６
明治30～32年（高崎親章県政）
府県制の施行

岡山県記録資料叢書20
『岡山県明治後期資料五』

令和７
明治33～35年（檜垣直右県政）
郡制施行、諸学校開校

※叢書21以降は新たに刊行計画をたてる。


